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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30 年 10 月 30 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 4 日開催予定

の臨時株主総会に定款一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

平成 30 年 12 月 4 日開催予定の臨時株主総会の承認を得て実施される太陽誘電社との株

式交換実施後、当社の株主は太陽誘電株式会社のみとなります。それに伴い、定時株主総会

の基準日の定めが不要となるため、これを廃止するものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します｡) 
現行定款 変更案 

第１条～第11条 （条文省略） 第１条～第11条 （現行通り） 

第12条（定時株主総会の基準日) 

当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主をもって、その事業

年度に関する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする｡ 

（削除） 

第13条～第41条 （条文省略） 第12条～第40条（現行通り） 

 

３．変更の条件 

本定款一部変更は、平成 30 年 12 月 31 日までに本株式交換契約が効力を失っていないこ

と及び本株式交換が中止されていないことを条件とし、同日付で効力を生じるものとしま

す。 

 

４．日程 

平成 30 年 12 月 4 日     臨時株主総会開催日 

平成 30 年 12 月 31 日    定款一部変更日（定時株主総会の基準日の廃止） 

以上 


